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なお、これらの流木の特徴として、根が付いたも

のが多く確認されており、主に上流の立ち木が洪水

により倒伏し、流されてきたものと考えられる。 
また、洪水によって上流から大量に供給され

た土砂の堆積に伴う河積減少区間が多く確認され、

今後の洪水浸水被害が懸念されることから、早期

対応が必要となっている。 

3．ハード対策の概要 

3.1 基本方針 
 台風第10号災害を踏まえ、県では以下の方針
に基づき治水対策を行うこととした。 
（1）今回の被災流量に対し、河積の不足により

越水・溢水が生じた箇所において対策を実施

する。 
（2）人命を守ることを最優先とし、氾濫による

床上浸水などの再建に時間を要する壊滅的

な被害を防ぐため、家屋の浸水被害を防止

する。 
（3）河川改修計画に伴い、被災家屋の移転等が

伴うため、計画策定の際には、地元自治体と

連携を図りながら、まちづくりと調整を行う。  
3.2 洪水被害の特性と改修計画にあたっての国総研・

土研との連携 
 今次洪水の特徴として、次の点が挙げられる。 
（1）掘込み河道区間では、両岸の山肌付近まで

流水域が及び、住家や農耕地、樹木群などが

存在するエリアも流下した。  
（2）蛇行を繰り返す河道線形であり、その中に

は線形急変箇所が複数存在し、流向急変に伴

う急激な水位上昇が生じた可能性が高い。  
 河川改修計画の「対策の有効性」を検証するに  
あたり、今次洪水の実態を適切に評価・検証する  
ことが重要であると考え、国土交通省の災害時専 
門家派遣制度や多自然川づくりアドバイザー制度  
を活用し、国総研及び土研職員による技術指導を 
受け、コンサル、県の三者合同で検討を行った  
（写真-2）。 
3.3 地元住民との調整  
今回の河川改修に伴い、全62戸の家屋移転が

必要となった。改修計画の理解を得るため、住民

説明会を4回、個別の計画説明会を開催した（写
真-3）。 

 
写真-2 国総研・土研職員による現地調査状況  

 

 

 

 

 

 

写真-3 住民説明会開催の様子  

3.4 河川整備連絡協議会の設立 
 河川整備計画の策定にあたり、学識者や地元有

識者、代表者等からなる河川整備連絡協議会を設

立し、河川整備計画の策定と併せて、河川改修計

画の詳細部分について、助言をいただきながら計

画を策定した（写真 -4）。具体的には、河川改修
に伴い設置する階段の上部に、転落の危険を緩和

するための踊り場を設置することや消防の消火活

動を考慮して階段幅を広げる等のハード整備に係

る御意見、河川改修計画区間に多数生息している

希少野生動植物の保全方法等についての御意見を

いただき、計画への反映や工事施工時の留意事項

として現場に反映させている。  
 

 

 

 

 

 

写真-4 河川整備連絡協議会の様子  

3.5 安家川の改修計画について  
 安家川は、山間地を流れる急流河川の特徴を有

し、山に囲まれ平地が少なく、河川沿いに民家が

密集して立ち並んでいる。当該区間の氾濫特性は

流下型であり、台風第10号では、河川沿いの民
家が流出するなどの被害があった。また、流木が  
橋梁に捕捉されて水位が堰上げられたことにより、

周辺で浸水被害が拡大した。 
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現地レポート：治水と環境の調和を目指す川づくり 

災害復旧における川づくり 
～岩手県安家川における試み～ 

 鈴木登紀・藤井龍也 
 

1．はじめに1 

 平成28年8月に発生した台風第10号は複雑な経
路をたどり、気象庁が統計を開始して以来初めて

東北地方太平洋側から上陸し、東日本大震災津波

からの復興途中でもあった岩手県沿岸部を中心に

甚大な被害をもたらした。 
岩泉町安家川流域においては、家屋の浸水被害

が多数発生しており、岩泉町内の要配慮者利用施

設では、入所者が逃げ遅れて犠牲になる被害が発

生した（写真-1）。 
犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとと

もに、本稿では、岩手県が実施している改良復旧

事業の実施状況や防災・減災体制の構築状況につ

いて紹介する。 

2．台風第10号による被災状況等 

2.1 降雨等の状況 
 台風第10号は、平成28年8月21日に四国の南海
上で発生し、26日には発達して北上、30日朝に
は関東地方に接近、 30日 17時半頃、暴風域を
伴ったまま、岩手県大船渡市付近に上陸し、岩手

県の沿岸部を中心に甚大な被害をもたらした。  
各地で、観測史上最大の降雨が観測され、岩手

県宮古市宮古、久慈市下戸鎖の最大1時間降水量
は80ミリの猛烈な雨となった。 
降雨及び河川の水位上昇の特徴として、以下の

点が挙げられる。 
（1）上流部の山間部で大雨が降り、それが下流

域に到達した頃、下流域を含む広い範囲で猛

烈な豪雨が発生した。 
（2）数日前からの降雨による山の保水力が低下

しており、降った雨が一気に流出した。 
（3）これらの条件が重なり、下流域の水位が急

激に上昇した。 

──────────────────────── 
River Development in Harmony with Nature in Disaster Recovery:  
A case in the Akka River in Iwate Prefecture 

 
写真-1 安家川の被災状況  

図-1に示すように、安家川流域では、上流域の
鈴峠雨量観測所で30日の17時頃にピークをむか
え34ミリの時間雨量が記録されている。 
 これらの豪雨により、日蔭水位観測所では、

20時に最大水位5.25mを記録し、約4時間にわ
たって現況河岸高3.45mを超過していたことが観
測された。 

 
図-1 安家川における雨量及び水位観測記録  

 

2.2 被災の状況 
今回の浸水被害の特徴として、上流からの流木

が橋梁に捕捉され、水位が堰上げられることによ

り、周辺で浸水被害が発生したことが挙げられる。  
これにより、川沿いにある多くの家屋や事業所

等において浸水被害が発生し、県の調査では河川 
からの越水、溢水による浸水被害戸数は県全体で

2,000 戸以上にも達している。 
 

HH2288..99..11撮撮影影  改改修修区区間間  

安安家家川川  

最最高高水水位位 55..2255mm 
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現地レポート：治水と環境の調和を目指す川づくり 

河川改修における生態系への影響軽減に配慮した 
護岸設計の事例 

山田哲也・万行康文・谷 茂行
 

1．はじめに1 

 石川県小松市を流れる一級河川梯川(図-1)は、

堤防整備率は一級河川の中でも下から6番目の

43.9%（H30末）と整備が遅れており、平成25年
7月洪水では埴田水位流量観測所において既往最

大水位を観測するなど、水害に対してのリスクが

高い河川である。このため、平成28年3月に河川

整備計画を策定し、下流から順次、引堤・河道掘

削等の事業を進めているところである。 
 今後、工事を実施する佐々木地区（8.0kから

9.0k、写真-1）は、梯川における唯一の蛇行区間

で自然環境が豊かな場所であることから、工事の

実施にあたっては、生息・生育環境の保全・再生

が特に必要な箇所である。 
 このため、工事後も自然環境が回復することを

目的に、主に河道の水理量に注目し、工事後の河

道特性が現河道と大きく変わらないよう護岸設計

を行った事例を紹介する。 

 
図-1 梯川の位置図  

2．現況の河川環境と設計方針 

2.1 現況の河川環境 
 当該地区は、梯川における唯一の蛇行区間と

なっており、セグメント2-1、河床勾配1/670、代

──────────────────────── 
Case Study of River Revetment Design Considering Environmental 
Mitigation 

表粒径 (d60)は29mmであり、自然裸地や崖地、

瀬や淵などの多様で良好な自然環境を形成してい

る。 
水域では、アユ、サケの産卵場となる瀬や、稚

魚の生息、魚類の休息および洪水時の避難場所と

なる淵が見られるほか、既存の根固めブロック等

による入り組み構造のある複雑な水際線が形成さ

れている。 
陸域では、梯川の代表的な植生で河川景観を構

成するツルヨシ群落やススキ群落がみられ、オオ

ヨシキリやカヤネズミの繁殖場として機能してい

る。また、淵の河岸にはヤナギがあり、魚類に

とっての餌場（落下昆虫）や緑陰の役割を持って

いる。自然裸地はイカルチドリやコチドリの繁殖

場となるほか、水際の崖地では、カワセミの巣穴

がみられるなど繁殖場としても機能している。 
 

 
写真-1 引堤計画と検討位置  

 

2.2 河川改修と想定されるインパクトについて 
 改修の計画は、河積を確保するための引堤の実

施や高水敷幅を確保できない区間では低水護岸整

備を実施する(図-2)。大幅な河道掘削は実施しな

いこととしているが、低水護岸を施工する際に流

水の仮回しが必要となることから、仮回し水路の

ための河道掘削が実施されることが想定される。 
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なお、これらの流木の特徴として、根が付いたも

のが多く確認されており、主に上流の立ち木が洪水

により倒伏し、流されてきたものと考えられる。 
また、洪水によって上流から大量に供給され

た土砂の堆積に伴う河積減少区間が多く確認され、

今後の洪水浸水被害が懸念されることから、早期

対応が必要となっている。 

3．ハード対策の概要 

3.1 基本方針 
 台風第10号災害を踏まえ、県では以下の方針
に基づき治水対策を行うこととした。 
（1）今回の被災流量に対し、河積の不足により

越水・溢水が生じた箇所において対策を実施

する。 
（2）人命を守ることを最優先とし、氾濫による

床上浸水などの再建に時間を要する壊滅的

な被害を防ぐため、家屋の浸水被害を防止

する。 
（3）河川改修計画に伴い、被災家屋の移転等が

伴うため、計画策定の際には、地元自治体と

連携を図りながら、まちづくりと調整を行う。  
3.2 洪水被害の特性と改修計画にあたっての国総研・

土研との連携 
 今次洪水の特徴として、次の点が挙げられる。 
（1）掘込み河道区間では、両岸の山肌付近まで

流水域が及び、住家や農耕地、樹木群などが

存在するエリアも流下した。  
（2）蛇行を繰り返す河道線形であり、その中に

は線形急変箇所が複数存在し、流向急変に伴

う急激な水位上昇が生じた可能性が高い。  
 河川改修計画の「対策の有効性」を検証するに  
あたり、今次洪水の実態を適切に評価・検証する  
ことが重要であると考え、国土交通省の災害時専 
門家派遣制度や多自然川づくりアドバイザー制度  
を活用し、国総研及び土研職員による技術指導を 
受け、コンサル、県の三者合同で検討を行った  
（写真-2）。 
3.3 地元住民との調整  
今回の河川改修に伴い、全62戸の家屋移転が

必要となった。改修計画の理解を得るため、住民

説明会を4回、個別の計画説明会を開催した（写
真-3）。 

 
写真-2 国総研・土研職員による現地調査状況  

 

 

 

 

 

 

写真-3 住民説明会開催の様子  

3.4 河川整備連絡協議会の設立 
 河川整備計画の策定にあたり、学識者や地元有

識者、代表者等からなる河川整備連絡協議会を設

立し、河川整備計画の策定と併せて、河川改修計

画の詳細部分について、助言をいただきながら計

画を策定した（写真 -4）。具体的には、河川改修
に伴い設置する階段の上部に、転落の危険を緩和

するための踊り場を設置することや消防の消火活

動を考慮して階段幅を広げる等のハード整備に係

る御意見、河川改修計画区間に多数生息している

希少野生動植物の保全方法等についての御意見を

いただき、計画への反映や工事施工時の留意事項

として現場に反映させている。  
 

 

 

 

 

 

写真-4 河川整備連絡協議会の様子  

3.5 安家川の改修計画について  
 安家川は、山間地を流れる急流河川の特徴を有

し、山に囲まれ平地が少なく、河川沿いに民家が

密集して立ち並んでいる。当該区間の氾濫特性は

流下型であり、台風第10号では、河川沿いの民
家が流出するなどの被害があった。また、流木が  
橋梁に捕捉されて水位が堰上げられたことにより、

周辺で浸水被害が拡大した。 
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として、県防災部局、保健福祉部局、砂防部局、

国等と共催で、全県で約 3,900 施設ある要配慮
者利用施設の管理者を対象に、平成 29 年 2 月か
ら 3 月にかけて県内 9 会場において水害・土砂
災害の防災に関する説明会を実施した（写真 -5）。 
 さらに、平成 30 年度には要配慮者利用施設避
難確保計画作成説明会を開催しており、策定率は

全国でも高い水準となっている。 

 
写真-5 要配慮者利用施設への説明会実施状況  

4.2 洪水浸水想定区域の指定の推進  
洪水浸水想定区域の指定については、水位周知

河川に指定された河川において、想定最大規模の

降雨を対象とした区域の指定を進めており、岩泉

町安家川においては、令和 4 年 3 月までに指定
を行う予定である。 
また、関係機関や住民等へ地域の水害リスクを

認識してもらうため、台風第 10 号等における浸
水実績図をホームページ上で公開することとし、

平成 29 年 3 月から実施している。  
4.3 タイムラインの作成 
 災害が発生することを前提として、関係者が取

るべき防災行動を時系列で整理したタイムライン

については、現在、20市町村32河川において、
作成・運用している。 
4.4 大規模氾濫減災協議会の設立 
国の「水防災意識社会再構築ビジョン」の都道

府県管理河川への拡大の方針を受け、本県でも 3
圏域で、国、県、市町村により構成する法定協議

会を平成 30 年度に設立した。 
当協議会において、水位周知河川や洪水浸水想

定の指定に関する今後5カ年の取組についてとり
まとめ、推進している。 

5．まとめ 

河川改修と併せて多自然川づくりに取り組んで

いるが、河道が現況の倍に拡幅されるため、現況

の澪筋を活かした計画としているものの、将来的

な線形がイメージしづらいことや、拡幅された河

道内を工事の中でいかに自然な姿に戻すかという

部分に苦慮した。今後の課題としては、拡幅され

た部分が現況では川砂利のため、植物が生えにく

いことから、護岸が目立つ形となっている。河道

掘削で発生した残土を寄せ土し護岸前面に植生

（回復）を促すなど、安家地区が本来持っている

豊かな自然をいかに維持させていくかが課題と

なっている。 
現地では、住民説明会、用地取得と併行して工

事を進めており、今後早期完了に向け全力で取り

組んでいく。 
また、ソフト施策においても大規模氾濫減災協

議会における協議を主として、各施策の展開を

図っていきたいと考えている。 
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主な対策として、河道掘削や背後地盤の嵩上げ

を実施する（図-2）。 

 
 
 
 
 
図-2 安家川における代表横断図（イメージ）  

3.6 多自然川づくり計画の策定について  
 安家川は従前から、住民に広く親しまれており、

また多数の希少野生動植物が存在していることか
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（2）親水ゾーン 
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とから、河川らしい風景を楽しみながら、住

民が日常的に河川風景や散策等を楽しめるエ

リアを計画した。 
（3）自然環境保全ゾーン 

  安家地区の豊かな自然環境や水生生物の生息

環境が残されたエリア。可能な限り現状の自

然環境を保全し、新たな水生生物の生息環境

エリアを計画した。 

4．ソフト施策の概要 

4.1 水位周知河川の指定と取組 
始めに、関係機関や住民への制度内容の理解促

進のため、毎年出水期前に市町村の防災担当者と

連絡会議を開催すること、住民説明会の場を活用

し、住民へ制度内容について理解を深めていただ

くこととした。 
情報伝達手段の強化として、全ての水位周知河

川において河川管理者から市町村長等へ水位到達

情報等の河川情報を直接電話連絡する「ホットラ

イン」の運用を開始した。また、ホームページ上

で水位や雨量の情報を公開している岩手県河川管

理情報システムへのアクセス集中によるフリーズ

問題の対策として、サーバーの強化も実施した。

併せてプッシュ型の住民への情報伝達手段として

運用している「いわてモバイルメール」の利用拡

大にも取り組んでいる。 
さらに、水位周知河川の指定に関する強化改善

の取組として、指定区間を選定する際の基準につ

いて、これまで「人口・資産の集中している区

間」、「浸水被害の実績のある区間」などを定めて

いたが、これに「防災拠点（役場等）を含む区

間」を追加し、広域的に展開していくこととした。  
なお、岩泉町安家川については、平成 29 年 5 月
に水位周知河川の指定を行い運用を開始している。  
また、住民の主体的な避難行動を促すため、水

位周知河川の基準観測所に河川監視カメラを設置

し、水位の状況をリアルタイムで提供することと

しており、平成 30 年度から運用を開始している。
その他の河川においても量水標の設置を積極的に

推進している。 
次に要配慮者利用施設の避難体制確保の対策
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主な対策として、河道掘削や背後地盤の嵩上げ

を実施する（図-2）。 
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として、県防災部局、保健福祉部局、砂防部局、

国等と共催で、全県で約 3,900 施設ある要配慮
者利用施設の管理者を対象に、平成 29 年 2 月か
ら 3 月にかけて県内 9 会場において水害・土砂
災害の防災に関する説明会を実施した（写真 -5）。 
 さらに、平成 30 年度には要配慮者利用施設避
難確保計画作成説明会を開催しており、策定率は

全国でも高い水準となっている。 

 
写真-5 要配慮者利用施設への説明会実施状況  

4.2 洪水浸水想定区域の指定の推進  
洪水浸水想定区域の指定については、水位周知

河川に指定された河川において、想定最大規模の

降雨を対象とした区域の指定を進めており、岩泉

町安家川においては、令和 4 年 3 月までに指定
を行う予定である。 
また、関係機関や住民等へ地域の水害リスクを

認識してもらうため、台風第 10 号等における浸
水実績図をホームページ上で公開することとし、

平成 29 年 3 月から実施している。  
4.3 タイムラインの作成 
 災害が発生することを前提として、関係者が取

るべき防災行動を時系列で整理したタイムライン

については、現在、20市町村32河川において、
作成・運用している。 
4.4 大規模氾濫減災協議会の設立 
国の「水防災意識社会再構築ビジョン」の都道

府県管理河川への拡大の方針を受け、本県でも 3
圏域で、国、県、市町村により構成する法定協議

会を平成 30 年度に設立した。 
当協議会において、水位周知河川や洪水浸水想

定の指定に関する今後5カ年の取組についてとり
まとめ、推進している。 

5．まとめ 

河川改修と併せて多自然川づくりに取り組んで

いるが、河道が現況の倍に拡幅されるため、現況

の澪筋を活かした計画としているものの、将来的

な線形がイメージしづらいことや、拡幅された河

道内を工事の中でいかに自然な姿に戻すかという

部分に苦慮した。今後の課題としては、拡幅され

た部分が現況では川砂利のため、植物が生えにく

いことから、護岸が目立つ形となっている。河道

掘削で発生した残土を寄せ土し護岸前面に植生

（回復）を促すなど、安家地区が本来持っている

豊かな自然をいかに維持させていくかが課題と

なっている。 
現地では、住民説明会、用地取得と併行して工

事を進めており、今後早期完了に向け全力で取り

組んでいく。 
また、ソフト施策においても大規模氾濫減災協

議会における協議を主として、各施策の展開を

図っていきたいと考えている。 
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